
令和　元年　9月 25日

住　　　　所　　　　　

商号又は名称　　　

代表者職氏名　　　

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　若松地区幹線道路文化財調査に伴う写真測量業務

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

（特記仕様書 第15条 カメラステーションについて）　設計書２枚目：“１ 撮影
費（S=1/200）”の備考欄において、“RCヘリコプター”と記載されていますが、
同等の性能・能力を有していれば、無人航空機（ラジコンヘリコプター・UAV
の何れか）を使用してもよろしいでしょうか。

同等の性能・能力を有していれば、無人航空機等の使用は可能とします。

2
（特記仕様書 第7条 設置計画準備（２）使用する既知点について） 設計書２
枚目：“３ 水準測量費”の数量欄において、“０．５ｋｍ”と記載されています
が、作業に使用する標高関係資料はご教示（貸与）頂けるのでしょうか。

水準測量に必要な基準点の資料は提供します。

3

4

5

質　疑　・　回　答　書

富田林市 総務部　契約検査課　 ＴＥＬ：０７２１－２５－１０００（内線：４７６，４７７）Ｅ－ｍａｉｌ：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp
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